
議案第45号 

   朝来市プロポーザル審査委員会条例制定について 

 朝来市プロポーザル審査委員会条例を別紙のとおり定める。 

  令和３年６月16日提出 

                          朝来市長 藤 岡  勇 

提案理由要旨 

 プロポーザル方式により市の業務に係る契約候補者の選定を行う附属機関として朝

来市プロポーザル審査委員会を設置するため、所要の条例整備をしようとするもので

す。 

 

 

 

  



朝来市条例第 号 

   朝来市プロポーザル審査委員会条例 

 （設置） 

第１条 本市が発注する委託、賃借、請負その他の契約の締結に当たり、その相手方

となる者をプロポーザル方式（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

２第１項第２号又は地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の14第１

項第２号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の者

から当該随意契約に係る業務の実施に関する企画又は技術に関する提案を求め、こ

れらのうち提案内容及び業務遂行能力等が最も優れた者（以下「契約候補者」とい

う。）を選定する方式をいう。）による審査を厳正かつ公正に行うため、朝来市プロ

ポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 前項の規定による委員会の設置は、プロポーザル方式により契約候補者を選定す

る契約案件（以下「契約案件」という。）ごとに行う。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）の求めに応じ、次

に掲げる事項を審査し、又は審議する。 

 (1) プロポーザル実施要領の策定に関すること。 

(2) 契約候補者を決定するための審査基準に関すること。 

 (3) 企画又は技術に関する審査及び評価に関すること。 

 (4) 契約候補者の選定に関すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 副市長 

 (3) 市職員 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱又は任命の日から契約候補者が決定される日までとする。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、設置

後最初に行う会議は、市長等が招集する。  

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 



４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。 

６ 会議は、非公開とする。 

 （書面による審議） 
第６条 前条第１項本文の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕が

ないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議する

ことをもって会議に代えることができる。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の場合について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結

果を委員に報告しなければならない。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、契約案件を所管する課等において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年朝来市条例第

63号）の一部を次のように改正する。 

別表地域福祉計画策定審議会の項の次に次のように加える。 

プロポーザル審査委員会 委員 日額 9,000円 

 



議案第 45 号資料 

 朝来市プロポーザル審査委員会条例逐条解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 本市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務などの契約候補者を

プロポーザル方式により選定する審査委員会の設置目的を定めるものです。審査を厳

正かつ公平に実施し、多様な業務ごとに個別の審査委員会を設置することを定めるも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 委員会の所掌事務を定めるものです。市長等の求めに応じて実施要領の策定、審査

基準、評価方法、契約候補者の決定方法について定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

（設置） 

第１条 本市が発注する委託、賃借、請負その他の契約の締結に当たり、その相手方

となる者をプロポーザル方式（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

２第１項第２号又は地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の14第１

項第２号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の者

から当該随意契約に係る業務の実施に関する企画又は技術に関する提案を求め、こ

れらのうち提案内容及び業務遂行能力等が最も優れた者（以下「契約候補者」とい

う。）を選定する方式をいう。）による審査を厳正かつ公正に行うため、朝来市プロ

ポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 前項の規定による委員会の設置は、プロポーザル方式により契約候補者を選定す

る契約案件（以下「契約案件」という。）ごとに行う。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）の求めに応じ、次

に掲げる事項を審査し、又は審議する。 

 (1) プロポーザル実施要領の策定に関すること。 

(2) 契約候補者を決定するための審査基準に関すること。 

 (3) 企画又は技術に関する審査及び評価に関すること。 

 (4) 契約候補者の選定に関すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 副市長 

(3) 市職員 
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【解説】 

 委員会は、10 人以内で第２項に掲げる者から市長等が委嘱する委員で組織するもの

としています。 

 委員の任期は、委員は前条に掲げる事務の審査等により契約候補者が決定する時ま

でを任期としています。 

 欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 委員会に委員長を置くことを定めるとともに、選出方法及び役割を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 委員会の会議の開催に関する事項を定めています。 

 会議は委員長が招集すると規定していますが、最初の会議は市長等が招集すること 

としています。 

 会議は委員の過半数の出席を成立の要件とし、議事は出席委員の過半数で決するこ 

ととしています。 

 会議には、委員長が必要あると認めるときに、委員以外の者の出席を求めて意見や 

説明、資料の提出など、その他必要な協力を求めることが出来るとしています。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱又は任命の日から契約候補者が決定される日までとする。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、設置

後最初に行う会議は、市長等が招集する。  

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。 

６ 会議は、非公開とする。 

 

-2-



 会議はその性質上非公開としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 会議は、委員長が委員を招集する時間的余裕がない時や開催が困難であると判断し 

た時は、書面による審議が出来るとしています。 

 書面による審議は、前条の規定にある「出席」を「署名」に読み替えて実施すると 

しています。 

 委員長が書面による審議を行った時には、その結果を速やかに各委員へ報告すると 

しています。 

 

 

 

 

 

【解説】 

 委員の責務として、審査委員会での議事内容など、職務上知り得た情報の守秘義務 

を規定しています。 

 

 

 

 

【解説】 

 委員会の庶務を処理する担当課を定めるものです。委員会は、所管する契約案件ご 

とに設置するため、契約案件を所管する部署において個別に処理することとしていま 

す。 

 

 

 

 

【解説】 

 この条例に定めるほか、委員会の運営に関する必要な事項については、別に定める 

ものです。 

 

 （書面による審議） 

第６条 前条第１項本文の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕が

ないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議する

ことをもって会議に代えることができる。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の場合について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結

果を委員に報告しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、契約案件を所管する課等において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。 
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【解説】 

 第１項は、この条例の施行日を公布日からとすることを定めています。 

 第２項は、委員会の委員は朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

第１条に規定する委員会の委員等として、報酬及び費用弁償を支給することとして、

同条例別表の報酬額表に審査委員会の項を加え、委員の報酬額を定めるものです。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年朝来市条例第

63号）の一部を次のように改正する。 

別表地域福祉計画策定審議会の項の次に次のように加える。 

プロポーザル審査委員会 委員 日額 9,000円 
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